
（別紙） 

町有地売払募集要領 
 
１ 入札物件 

  本公告のとおり 

 

２ 応募者の資格  

次の各号のいずれにも該当しない者とする。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の各号のいずれか

に該当する者で、その事実があった後、２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人

その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（３）その他町長が不適当と認める者 

 

３ 入札参加の申込み 

受付期限までに提出書類により申し込むこと。 

（１）受付期限 令和８年７月１３日（月）午後５時必着  

※土、日曜日及び 国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

   ※郵送の場合は特定記録郵便又は簡易書留によること（当日消印有効） 

（２）受付場所 北栄町役場大栄庁舎 企画財政課 

（３）提出書類 

・町有地買受申込書（様式第１号） 

・入札参加者の住民票及び印鑑登録証明書 ※法人の場合は法人登記簿 

 

４ 入札及び開札方法等 

（１）入札方法 

  郵便による入札とする。（持参も可） 

  ・提 出 先  〒６８９－２２９２ 

鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３－１ 北栄町役場 企画財政課 

・提出期限  令和８年７月１７日（金）午後５時必着 

・注意事項  封筒に朱書きで「公有財産売払（向山）入札書在中」と記載すること。 

（２）入札日時、場所 

・日時 令和８年７月２１日（火）午前１０時 開札 
・場所 北栄町役場大栄庁舎 企画財政課 

（注意事項）   

ア 入札書（様式第２号）により作成すること。 

イ 入札者は、政令、北栄町財務規則（平成１７年規則第４２号）、公告及び本売払募集

要領並びに別添土地売買契約書（案）を熟知の上、入札すること。 

ウ 入札者は、前号の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 
エ 入札者は、いったん提出した入札書の書換、引換又は撤回をすることはできない。 

オ 入札者は、入札書の記載事項について、抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所

に押印しなければならない。ただし、入札金額はこれを改めることができない。 

カ 入札、契約手続において使用する言語及び通過は日本語及び日本国通貨とする。 

（３）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

  ア この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札  

  イ 入札に関して不正のあった者の入札 

ウ 入札書の記載事項が不明なもの又は記名若しくは押印のない入札書による入札 

エ 同一の物件に２通以上の入札をしたもの 

オ 提出期限を過ぎてからの入札 

カ その他入札要領において無効とするもの 

 

 



（４）開札 

４（２）の日時に、直ちに開札を行う。開札の結果、北栄町の最低売払価格以上の最高

額の入札をした者をもって落札者とする。（入札結果は、入札者全員へ後日通知する） 

※入札結果は本町WEBサイトにおいて、その契約内容（所在地、契約金額、個人、法人の

区分等）を公表する場合がある。 

 

５ 契約の締結等 

（１）契約の締結 

別添土地売買契約書（案）により契約を締結する。契約締結は落札者名義で行う。なお

共有の場合は、共有者全員の名義で行う。 

（２）契約等の締結期限 

    落札した日から２０日以内に契約を締結する。ただし、用途制限に該当する疑義が生じた 

場合など契約の締結を進めることができない事案が発生した場合は、その事案が解消した日 

から２０日以内に契約を締結する。 

（３）売買代金の支払い 

契約時に全額を一括で支払うか、契約後３０日以内に支払うこと。 

一括払いでない場合は、契約時に売買代金の１００分の１０以上に相当する額の契約保

証金を支払うこと。なお、契約保証金には利息を付さない。 

期限までに売買代金の納付が行われなかった場合は、契約保証金は北栄町に帰属する。  

（４）買戻しの特約 

   北栄町は落札者に対し契約の締結と同時に買戻特約をするものとする。買戻しの期間は契

約締結から１０年間とする。 

（５）所有権の移転 

売買代金が完納されたときに所有権が移転するものとし、現状有姿（土地の状況及び売

買物件に存在する建物、工作物、樹木等がある場合はそのままの姿）で物件を引き渡すも

のとする。 

なお、物件に越境物がある場合についても現況のまま引き渡すものとし、北栄町は、越

境関係を解消するための交渉や手続きは行わない。また、契約後に越境関係が判明した場

合も関与しない。 

（６）登記 

所有権の移転登記は、落札者が物件の引渡し後３０日以内に行い、登記完了後は登記済

証の写しを北栄町に提出すること。 

（７）分筆、契約、登記に関する費用 

分筆登記に係る費用、登記手続きに要する登録免許税、売買契約に係る印紙税、契約の締

結及び履行に関し必要な一切の費用は、落札者の負担とする。 

（８）かし担保責任 

落札者は、契約締結後、売買物件に数量の不足又はかくれたかしのあることを発見して

も、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（９）危険負担 

落札者は、契約締結のときから売買物件引渡しのときまでに売買物件が、北栄町の責め

に帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合には、北栄町に対して売買代

金の減免を請求することができない。 

 

６ 用途制限 

この物件は、次に掲げる用途に対し制限を付し、落札者が第三者に対し貸し付け、交換

し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する場合にも同様に

付すものとする。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類す

る営業の用途 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に定める暴力団が使用する用途 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第



５条に規定する観察処分の決定を受けた団体が使用する用途 

（４）旧オウム真理教及びこれに類似する団体（本号にいう「団体」には、それらの団体の関

係者、信者、元信者等これに準ずる者一切を含む。）が使用する用途 

（５）騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生し、又は使用する等

周囲に迷惑を及ぼすような用途 

（６）上記のほか、公序良俗に違反する用途又は公共の福祉に反する用途 

 

７ 不落札物件の随意契約 

入札者のない場合は、 北栄町の定めた最低売却価格以上の買受金額を提示した申請者と、

先着順で随意契約を締結する。 

 

８ その他 

この要領に定めのない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行

令、北栄町財務規則（平成１７年規則第４２号）、北栄町普通財産処分事務取扱要綱（平成

２４年訓令第５４号）及び北栄町の指示による。 

  本物件は６月３０日まで工事の現場事務所として利用していることから、利用期間中に

おいては敷地内へ立入らないこと。（７月からは立入可とする） 

 

 

(入札及び契約に関する事務を担当する部署 )    

 〒６８９－２２９２ 鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３番地１   

                     北栄町役場企画財政課財務室 

（電話：０８５８－３７－５８６４）   


